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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料のブレーズ型回折格子の製造方法であって、
　機械加工によって被加工物に複数の格子溝を形成して前記ブレーズ型回折格子を形成す
るステップを有し、
　前記ステップにおいて、前記機械加工によって加工されて格子を構成する２面が前記結
晶材料の（１１０）面となるように前記格子溝を形成する、ことを特徴とするブレーズ型
回折格子の製造方法。
【請求項２】
　前記格子を構成する２面は、前記格子の三角形の断面形状の短辺を有する面と、前記格
子の三角形の断面形状の長辺を有する面であることを特徴とする請求項１に記載のブレー
ズ型回折格子の製造方法。
【請求項３】
　前記ブレーズ型回折格子はイマージョン型回折格子であることを特徴とする請求項１又
は２に記載のブレーズ型回折格子の製造方法。
【請求項４】
　前記被加工物は、上面および側面が前記結晶材料の（１１０）面である直方体形状であ
ることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のブレーズ型回折格子の製造方法
。
【請求項５】
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　前記機械加工を行う加工機に前記被加工物を搭載するステップを有し、
　搭載された前記被加工物を機械加工することによって前記格子溝を形成することを特徴
とする請求項１乃至４の何れか１項に記載のブレーズ型回折格子の製造方法。
【請求項６】
　上面および側面が前記結晶材料の（１１０）面である直方体形状の前記被加工物を取得
するステップを有することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載のブレーズ型
回折格子の製造方法。
【請求項７】
　ＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料で形成されるブレーズ型回折格子であって、
　格子を構成する２面は前記結晶材料の（１１０）面であることを特徴とするブレーズ型
回折格子。
【請求項８】
　前記格子を構成する２面は、前記格子の三角形の断面形状の短辺を有する面と、前記格
子の三角形の断面形状の長辺を有する面であることを特徴とする請求項７に記載のブレー
ズ型回折格子。
【請求項９】
　前記ブレーズ型回折格子はイマージョン型回折格子であることを特徴とする請求項７又
は８に記載のブレーズ型回折格子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回折格子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　結晶材料からなるエシェル型回折格子は高次の回折光を使用するように設計された回折
格子であり、良好な光学特性を得るためには格子溝を形成する機械加工を延性モードで行
う必要である。なお、延性モードと脆性モードとの境界には臨界切り取り厚さが存在する
。例えば、特許文献１は、ＳｉやＧｅ結晶において加工面を（１１１）面、切削方向を（
１１１）面内とし、単結晶ダイヤモンドバイトを使用して超精密切削加工で格子溝を形成
することを提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－０７５６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料からなるエシェル型回折格子の
格子溝を形成する機械加工は従来提案されておらず、結晶方位（結晶の面方位）や臨界切
り取り厚さをパラメータとしても安定した延性モードは得られなかった。エシェル型回折
格子はそれが透過型（イマージョン型）として使用される場合、長辺と短辺の両方の影響
を受けることが容易に想像される。しかし、光の入射方向は格子の断面形状の短辺に垂直
になるように入射する使い方が一般的であり、反射型と同様に短辺の品質が非常に重要と
なる。
【０００５】
　そこで、本発明は、ＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料からなるブレーズ型回折格
子の格子溝を精度良く機械加工する回折格子の製造方法を提供することを例示的な目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の一側面としてのＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料のブレーズ型回折格子
の製造方法は、機械加工によって被加工物に複数の格子溝を形成して前記ブレーズ型回折
格子を形成するステップを有し、前記ステップにおいて、前記機械加工によって加工され
て格子を構成する２面が前記結晶材料の（１１０）面となるように前記格子溝を形成する
、ことを特徴とする。
　また、本発明の他の側面としてのＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料で形成される
ブレーズ型回折格子は、格子を構成する２面が前記結晶材料の（１１０）面であることを
特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料からなるブレーズ型回折格子
の格子溝を精度良く機械加工する回折格子の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態のブレーズ型回折格子の概略断面図である。
【図２】本実施形態の加工機の概略斜視図である。
【図３】図１に示すブレーズ型回折格子を製造する製造方法を説明するための概略断面図
である。
【図４】図１に示すブレーズ型回折格子を製造する製造方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図５】図４の各ステップにおける被加工物の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、入射光を回折させるエシェル型回折格子（ブレーズ型回折格子）１０の概略断
面図である。ブレーズ型回折格子は、格子溝が鋸歯（ブレーズ型）である回折格子であり
、特定の次数と波長に対して高い回折効率を有する。本実施形態のエシェル型回折格子１
０は、図１に示すように、イマージョン型回折格子（透過型回折格子）であるが、エシェ
ル型回折格子１０は反射型回折格子として構成されてもよい。
【００１０】
　エシェル型回折格子１０の各格子は、ブレーズ方向ＢＤとこれに垂直な格子法線（Ｇｒ
ａｔｉｎｇ Ｎｏｒｍａｌ）ＧＮを含む断面において、短辺１１と長辺１２で構成される
非対称の三角形形状を有している。図１の紙面に垂直な方向に短辺１１と長辺１２はそれ
ぞれ延びている。
【００１１】
　短辺１１と長辺１２がなす角度θは頂角１３と呼ばれ、本実施形態ではθ＝９０°であ
る。頂角１３は後述するバイトの先端部の開き角θ１とほぼ等しい。本実施形態のエシェ
ル型回折格子１０においては、各格子を構成する面のうち、短辺１１を有する面１６が入
射光を最も多く受光するブレーズ面として機能し、長辺１２を有する面１５がブレーズ面
に隣接するカウンタ面として機能する。しかし、反射型のエシェル型回折格子においては
面１５がブレーズ面となり、面１６がカウンタ面となる場合もある。また、ブレーズ方向
ＢＤとこれに垂直な格子法線（Ｇｒａｔｉｎｇ Ｎｏｒｍａｌ）ＧＮを含む断面において
各格子が三角形形状の断面を有しない場合にも本発明は適用可能である。
【００１２】
　エシェル型回折格子１０は、図１に示すように、入射光をできるだけ多く分割するため
に短辺側に光の入射方向Ｌが正対するような配置で使用され易く、回折効率は短辺１１の
面精度（表面粗さ）に依存する。そこで、短辺１１を含む面１６を高精度に加工すること
が求められる。
【００１３】
　図２は、本実施形態の加工機２０の概略斜視図であり、直交する３軸方向にＸＹＺを設
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定している。加工機２０は、ＣｄＴｅ結晶材料（単結晶ＣｄＴｅ）またはＣｄＺｎＴｅ結
晶材料（単結晶ＣｄＺｎＴｅ）からなる被加工物（ワーク）Ｗに複数の格子溝１７を形成
してエシェル型回折格子１０を製造する製造装置である。
【００１４】
　加工機２０は、数十ｎｍオーダーで切込みの数値制御（ＮＣ制御）が可能な超精密切削
加工機である。加工機２０は、先端が鋭利で高精度な加工転写性が得られるダイヤモンド
バイト２２を工具として利用し、切削刃を移動させて表面を切削するシェーパー（鉋削り
）方式によって格子溝１７を形成する。
【００１５】
　加工機２０は、外部振動に強い高剛性の筺体２１内に、Ｘ方向に移動可能なＸステージ
２５とＹ方向に移動可能なＹステージ２６からなるＸＹステージに被加工物Ｗを搭載して
いる。ダイヤモンドバイト２２は、Ｚ方向に移動可能なＺステージ２７に搭載されている
。なお、本実施例では、ダイヤモンドバイト２２は回転しないが、ダイヤモンドバイト２
２が回転する加工機を使用してもよい。
【００１６】
　図３は、ダイヤモンドバイト２２の概略断面図であり、Ｍはダイヤモンドバイト２２が
被加工物Ｗに相対的に移動されるバイト送り方向Ｔと平行なブレーズ方向に平行なバイト
送り平面を示している。
【００１７】
　ダイヤモンドバイト２２は、図３に示すように、格子溝１７として機能する多角形溝断
面形状を転写する少なくとも２つの稜線切れ刃２３、２４を有する。稜線切れ刃２３、２
４の先端がなす角度θ１は格子溝１７の開き角θとほぼ等しく、本実施形態では９０°で
ある。稜線切れ刃２３、２４の先端部の丸みは極力少なく、稜線の直線精度は先端部で非
常に高いため、エシェル型回折格子１０の格子溝の壁面精度を高精度に維持することがで
きる。
【００１８】
　ダイヤモンドバイト２２と被加工物Ｗが対抗する位置でＺ方向への切込み量が、例えば
、０．２μｍとなるようにダイヤモンドバイト２２を被加工物側に下ろした状態でＸまた
はＹ方向に直線または曲線状的にＸＹステージを移動する。ダイヤモンドバイト２２と被
加工物Ｗとの相対移動により切削速度を得て稜線切れ刃２３、２４で被加工物Ｗを切削加
工する。
【００１９】
　もちろん、機械加工において移動対象はバイト側でも被加工物側でもよい。また、バイ
トへの過負荷を避けるためにＺ方向への必要な切込み量を分割して分割された切り込み量
だけを形成する工程を複数回繰り返してもよい。加工の際にはオイルミストをバイトすく
い面の裏側から噴射させ加工熱を除去しながら切り屑を潤滑に流す。
【００２０】
　以下、加工機２０を使用した回折格子の製造方法について説明する。図４は、加工機２
０を使用した回折格子の製造方法（機械加工）を説明するためのフローチャートであり、
Ｓは「ステップ」の略である。また、図５は、図４の各ステップにおける被加工物Ｗの概
略断面図である。
【００２１】
　まず、図５（ａ）に示すように、ＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶材料からなる被加
工物（ワーク）Ｗを円筒形状、立方体形状、または直方体形状などの適当な形状で取得す
る。例えば、立方体形状の被加工物Ｗを結晶成長装置などを利用して取得する（Ｓ１１０
）。本実施形態では、上面（上側端面）と左側端面の両方が結晶方位（１１０）面となる
直方体形状の被加工物Ｗを取得する。
【００２２】
　次に、Ｓ１１０の被加工物Ｗを、図５（ｂ）の点線Ｄで示すように、切削する（Ｓ１２
０）。本実施形態では、この点線Ｄの上面に対する傾斜角度は例示的に２０°とする。本
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実施形態は、Ｓ１２０で使用する切削加工機は加工機２０ではなく、より精度の低い加工
機を使用する。
【００２３】
　次に、図５（ｃ）に示すように、Ｓ１２０の被加工物Ｗの切削面Ｃを研磨装置Ｐによっ
て研磨する（Ｓ１３０）。この場合、被加工物ＷはＳ１４０で使用する治具３０を使用し
て研磨装置に設置してもよい。
【００２４】
　次に、図５（ｄ）に示すように、研磨された被加工物Ｗを治具３０を介して加工機２０
の上述したＸＹステージに設置する（Ｓ１４０）。治具３０は傾斜角度が２０°であるの
で、被加工面がＹステージ２６の表面と平行になる。
【００２５】
　加工機２０のバイト送り平面Ｍに対し、２０度に傾斜するように被加工物Ｗを治具３０
に載せて傾けて加工機２０に搭載し、バイト２２が溝を加工するバイト送り平面Ｍの結晶
方位が（ＴａｎθＡ，１，０）になるように配置する（θＡ＝２０°）。このように、本
実施形態は、工具であるダイヤモンドバイト２２を回折格子溝面の分散直交方向（溝方向
）と並進させてその形状を転写させるシェーパー方式を用いている。
【００２６】
　次に、被加工物Ｗの切削面Ｃに格子溝を形成する機械加工を行い（Ｓ１５０）、図３に
示す状態を得る。Ｓ１５０は被加工面である切削面Ｃに複数の格子溝を形成するステップ
である。本実施例では、ＣｄＴｅまたはＣｄＺｎＴｅの結晶を用いてエシェル型回折格子
を製作する際に、短辺１１を含む面が（１１０）面になるように結晶方位を選択し、臨界
切り取り厚さ以下で加工している。これにより、短辺１１を含む面が（１１０）面以外の
面の場合と比較して、脆性破壊を最小限に留めた非常に良好な加工により高品位な回折素
子を得ることができた。頂角１３が９０度の場合には短辺１１を含む面と長辺１２を含む
面の両面を（１１０）面で構成することができた。
【００２７】
　図３では、一例として、２０度の傾斜面を有する短辺１１と長辺１２が９０度のエシェ
ル型回折格子１０の短辺１１を有する面１６と長辺１２を有する面１５が（１１０）面に
なるように加工している。仕上げ時の切り込み厚さを０．２μｍ以下にすることにより表
面粗さ１０ｎｍ以下の良好な光学面が得られた。
【００２８】
　一方、このように結晶方位を選択せずに、例えば、短辺１１を有する面１６を（１１１
）面とした場合、仕上げ時の切り込み厚さを０．２μｍ以下としても表面粗さが１００ｎ
ｍを上回り、面精度が低下した。なお、従来は、Ｓ１３０の切削面の結晶方位を（１１１
）面などに設定していた。
【００２９】
　なお、不純物により完全な結晶を得ることは難しいが、本実施形態の結晶方位は結晶支
配性を意味しており、評価結晶方位すべてが完全に方位が揃った状態に限定されるもので
はない。
【００３０】
　エシェル型回折格子１０を反射型回折格子として使用する場合、光の入射方向は図１の
ブレーズ方向に垂直な格子法線から所定角度傾いた方向から格子に入射するために、短辺
１１と長辺１２の影響を受ける。このため、この場合には、短辺１１と長辺１２の少なく
とも一方が（１１０）面になるように機械加工することが好ましい。もちろん、頂角１３
が９０°であれば短辺１１と長辺１２の両方を（１１０）面に設定することができる。ま
た、本実施形態では、機械加工にダイヤモンドバイト２２を使用しているが砥石を使用し
た切削加工であっても（１１０）面の加工は他の結晶方位面の加工よりも表面粗さを低く
抑えることができる。
【００３１】
　以上、本実施形態について説明したが、本発明は本実施形態に限定されず、その要旨の
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範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　回折格子の製造方法は回折格子を製造する用途に適用することができる。
【符号の説明】
【００３３】
Ｗ　　　　　　被加工物
１０　　　　　エシェル型回折格子（ブレーズ型回折格子）
１１　　　　　短辺
２２　　　　　ダイヤモンドバイト
１６　　　　　短辺を有する面
１７　　　　　格子溝

【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】
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【図５】
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